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新たな世界の枠組みはどこへ

上記はJETRO（日本貿易振興機構）の記事です。

こうした流れをみなさんはどうお考えでしょう？あれだ

け侵略戦争に反対して戦ったベトナムが、なぜウクライ

ナに無慈悲な侵略を続けるロシアのプーチン大統領を招

待するのかという驚きがあるのではないでしょうか。ロ

シアは中国や北朝鮮、ミャンマーとも接近しています。

アメリカや日本の政府は「価値観を共有する国との協

力」を常套句としており、日本の外務省の説明では「普

遍的価値（自由、民主主義、基本的人権、法の支配、市

場経済）に基づく外交」ということだそうで、こうした

価値観を持つ国家と連携するというのです。

元々は米国で新保守主義の立場から提唱されたもので、

その影響を受けてきた安倍晋三氏や麻生太郎氏らが共鳴

して主張したものだと言われます。

対立概念として独裁、専制、権威主義などと様々言い

代えながら世界を分断して捉えていますが、イスラエル

やミャンマーと価値観を共有しているのでしょうか。

第二次大戦が終わり戦後、国連が結成されたのは国際

連盟のもとで世界がブロック化し対立を激化させたこと

への反省があったはずです。日本はそのために「諸国民

との協和」を憲法で掲げました。もう一度この原点に立っ

て日本はどうすべきか考えるときではないでしょうか。

◆５月２６日、アメリカ海兵隊に所属する21歳の上等

兵が沖縄県内で成人女性に性的暴行をしようとしてけが

をさせた疑いで逮捕され、6月17日、那覇地方検察庁が

起訴していたことがわかった。

女性は抵抗し、上等兵はその場から立ち去ったが通報

を受けた警察が見つけ、米軍基地の外で逮捕した。

沖縄県によれば、28日に明らかになったアメリカ海兵

隊の上等兵による性的暴行事件について、約4時間後の

午前10時ごろ、事件の概要が伝えられるまで県には連絡

がなかった。

◆沖縄県ではアメリカ空軍の兵士が、去年12月、面識

のない16歳未満の少女をわいせつ目的で自宅に連れ込み

性的暴行をした罪で起訴されていたことが、今月25日に

明らかになった。沖縄県への連絡が起訴から3か月近く

たった6月25日になったことについて、県が27日にアメ

リカ軍に抗議したほか、外務省などに通報体制の見直し

を求めるとしている。

事件が何か月も知らされなかったことについて、全国

のおよそ7割の米軍基地が集中する沖縄県では、アメリ

カ軍関係者による事件が繰り返し起きていて、性暴力事

件が相次いで発覚する事態に、県民の中に抗議や反発の

声がさらに強まるとみられる。

同様な事件の頻発に1995年には県民の怒りが米兵暴行

事件糾弾県民総決起大会となり、８万5000人の大集会と

なり、その後のオール沖縄の大きな動きが高まった。

３か月も事件をひた隠しにしてきたことについて沖縄

県の玉城知事は「本当に怒り心頭だ」と述べていますが、

これは報告の遅れとか、連絡体制の見直しなどという類

のことではなく、６月に行われた県議選を前に1995年の

事態の再来を恐れての配慮を疑わざるをえない。

ロシアのプーチン大統領は6月19～20日にベトナムを公

式訪問した。2017年以来、約7年ぶり5度目。ベトナム・

ロシア友好関係基本条約締結30周年に合わせてベトナムの

グエン共産党書記長が招待したという。

両国は同日、2国間の石油・ガス事業拡大、原子力分野、

高等教育や学術交流などの協力に関する11件の覚書に署名

し、共同声明を発表。ファム・ミン・チン首相はエネルギー

分野が経済連携の柱と述べ、ロシアのガス大手ガスプロム

と石油大手ザルベジネフチのベトナムでの事業拡大に有利

な条件を整備する準備があると発言した。

両国の貿易活動は活発化しており、2024年1～5月の両

国間の貿易額は前年同期比51.4％増の19億6,000万ドルに

達した。ベトナムの対ロシア輸出では、食品や衣類などが

増加し、輸入では、鉱石や石炭などが増加している。

ベトナムは特定の国に依存せず、各国と柔軟に付き合う

全方位外交を掲げている。この外交方針は、経済成長をも

たらしたが、西側諸国と対立するロシアとの接近は、欧米

諸国や日本など各国の不信感や外資系企業の投資意欲の低

下を招く恐れがある。
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「九条の会・流山」宣伝と署名
◆７月９日(火) １５：３０

おおたかの森駅自由通路

黒川検事長の定年延長
文書を不開示は違法 大阪地裁判決

黒川弘務・元東京高検検事長の定年延長を巡り、法

務省内で法解釈を変更した際の文書を開示しないのは

違法として、神戸学院大の上脇博之

教授が国に不開示決定の取り消しな

どを求めた訴訟の判決が6月２７日、

大阪地裁であった。徳地淳裁判長は

「黒川氏の定年延長を行うため、解

釈を変更した」として、不開示決定

の一部を取り消した。

法務省側は、検察官全体の定年延長を行うために法

解釈の変更を検討した文書が存在することは認めてい

た。一方、「黒川氏の定年延長を目的とした文書は存

在しない」としていた。

徳地裁判長は、法解釈の変更が全国の検察官に周知

されないまま、黒川氏の定年退官予定日に間に合うよ

う短期間で進められたことなどから、「解釈変更の目

的は、黒川氏の定年延長を行うことにあったと考えざ

るを得ない」と判断。「法務省は黒川氏に関する文書

を保有していたと認められる」として、不開示決定を

取り消した。 時事ドットコム

高浜原発３・４号機の
「４０年超」運転を認可

関西電力高浜原子力発電所３、４号機（福井県）につ

いて、原子力規制委員会は５月29日、２０年間の運転延

長を認可した。その結果「４０年超」運転が可能になる。

運転延長は、福井県の関電高浜１、２号機、美浜３号

機と、茨城県の日本原子力発電東海第二、鹿児島県の九

電川内１、２号機が認可。今回で７、８基目だ。

2011年の東京電力福島第一原発事故以降、原発の運転

期間は原則４０年で、例外として規制委が認可した場合

に１度だけ２０年間の運転延長が認められることになっ

た。関電は２３年４月、規制委に高浜３、４号機の運転

延長を申請していた。３号機は1985年１月１７日、４号

機は同６月５日に営業運転を開始し、それぞれ３９年、

３８年が過ぎている。

ところが40年超過運転を認めた

だけではない。

２０２３年５月、「ＧＸ（グリー

ントランスフォーメーション）脱

炭素電源法」が成立し、規制委の審査で停止した期間な

どを除外することにされた。安全が確認できないと停止

していた期間は運転しなかったから、劣化が進んでいな

いというわけだ。機械だって動かない間に経年劣化が進

む。車だって運転しなかった期間は車検でカウントしな

いなどということはない。

しかし、運転開始から３０年を超えた原発は１０年以

内ごとに規制委が安全性を審査し、パスすれば60年超し

ても、運転が可能となった。原発を何としても稼働させ

たいという財界、政府の悪知恵で「脱炭素」の名目で原

発をクリーンエネルギーにカウントさせようというのだ。

おおたかの森駅の宣伝の1コマ
９条ニュースを配っていると、背の高い外国の女性がにっこり

して通り過ぎたので、とっさに追いかけて話しかけました。オース

トラリアから日本に5、6回も来ている。カントリーソングやゴス

ペルを歌う歌手だとのこと。そして1曲歌ってくれた。その声に惚

れ惚れしました。

何をしているのかと聞かれたので、平和のために憲法を守る活

動だとたどたどしく答えると、I love Japan I love peaceと大き

な声。日本の友人に見せるからと3枚のチラシを持っていってくれ

ました。 写真撮ればよかったなぁ！ A.I.

オスプレイ１７機 木更津へ
自衛隊は陸上自衛隊の輸送機Ｖ２２オスプレイ１７

機の導入を決め、アメリカからの購入を進めてきたが。

５月２７日に米国から３機が到着。点検、整備を経て６

月５日に１機目が、７日に２機目が木更津に移動した。

３機目のオスプレイは１９日午前１０時前に岩国を離陸

し、正午前に木更津へ到着した。これで、予定していた

全機の納入、木更津への配備が完了した。

防衛省は佐賀駐屯地に配備する予定だが、地元の反対

などがあり、受け入れ態勢が間に合わないと、２０２５

年７月を期限として、木更津への配備を２０年７月から

始めている。(羽田と成田に挟まれた千葉の空が危険に！

安倍元総理の負の遺産は、あちこちで火を噴いている。

アベノミクスによる経済のゆがみは、いま、急激な物価

高で庶民を襲い、安倍・岸一族が支えた統一教会は元信

者や家族を苦しめつづけ、裏金問題でも安倍派の隠し金

は桁違いなことが明らかになりつつある。

この黒川人事もモリ・カケ問題などの真相究明にふた

をするためだったといわれる。当の黒川氏はせっかく定

年延長をしてもらいながら朝日や産経の記者と違法なか

けマージャンをしていたことが報じられ、１年４か月で

辞任に追い込まれた。しかし免職ではなく、略式起訴で

たった20万の罰金を払っただけ。従って弁護士資格の剥

奪もなし。


